
 
報告第２４号 専決処分の報告について 

（損害賠償額の決定：学校課） 
 
 

損害賠償額の決定について 
 
 
 
 
著作権侵害に関し、市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。 

 
 
損 害 賠 償 額    ２００，０００円 
 
相 手 方    イラストレーターの男性 
            
事 故 の 概 要     
 
 北小松島小学校において、平成２８年４月に作成した学年だよりに、イラスト

レーターの承諾を得ずにその著作物を使用し、約７年間にわたり学校ホームペ

ージ上において掲載して著作権を侵害したもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和５年８月１日 専決第９号 
 
 

小松島市長 中山 俊雄 
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